
号

外

一�
令

和

四

年

六

月
二
十
日

目

次

訓

令

甲

○
岐
阜
県
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

(

技
術
検
査
課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
五
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
委
員
会
規
程

昭
和
五
十
二
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
六
号

岐
阜
県
企
業
訓
令
管
第
八
十
三

号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中｢

三
億
円｣

を｢

五
億
円｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

も
っ
て｣

を｢

も
つ
て｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

指
名
業
者
の
選
定
に
関
す
る
事
項(

請
負
契
約
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
予
定
価
格
が
三
億
円

未
満
の
も
の
に
、
委
託
契
約
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
予
定
価
格
が
五
千
万
円
未
満
の
も
の(

重

要
又
は
異
例
な
設
計
委
託
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。)

に
限
る
。)

二

一
般
競
争
入
札
の
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
事
項(

請
負
契
約
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
予
定

価
格
が
三
億
円
未
満
の
も
の
に
、
委
託
契
約
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
予
定
価
格
が
五
千
万
円
未

満
の
も
の
に
限
る
。)

( ) 令和４年６月20日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
六
月
二
十
日 � � � �

� � � �



第
八
条
第
三
項
中｢

も
っ
て｣

を｢

も
つ
て｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

他
部
及
び
他
の
現
地
機
関
へ
の
協
力)

第
十
二
条

部
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
部
又
は
現
地
機
関
の
長
の
依
頼
を
受
け
て
、
当
該
各
号
に

定
め
る
事
項
の
審
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

部
会
を
置
か
な
い
部

当
該
部
が
所
管
す
る
建
設
工
事
に
係
る
第
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項

二

部
会
を
置
か
な
い
現
地
機
関

当
該
現
地
機
関
が
所
管
す
る
建
設
工
事
に
係
る
第
八
条
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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芸

社


